
(57)【要約】

【課題】　粗悪燃料の使用を迅速に判定して粗悪燃料に

対応するエンジン制御に早期に切換えることができ、も

って不適切なエンジン制御に起因するドライバビリティ

の悪化を防止できるエンジンの制御装置を提供する。

【解決手段】　燃料給油が行われたときに性状判定フラ

グＦ１をセットしておき、その後のエンジン冷態始動時

には性状判定フラグＦ１のセットに基づいて通常燃料に

対応するエンジン制御を行うと共に（ステップＳ２４）

、エンジン回転状況に基づいて燃料性状を判定し（ステ

ップＳ２８）、それ以降には判定結果に基づいてエンジ

ン制御を実施する（ステップＳ１８～２２）。

【選択図】　　　図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 エ ン ジ ン の 燃 料 性 状 が 通 常 燃 料 で あ る か 粗 悪 燃 料 で あ る か を 判 定 す る 燃 料 性 状 判 定 手 段
と 、
　 上 記 エ ン ジ ン の 停 止 中 に 燃 料 性 状 が 変 化 す る 可 能 性 が あ る 条 件 が 成 立 し た か 否 か を 判 定
す る 変 化 条 件 判 定 手 段 と 、
　 上 記 燃 料 性 状 判 定 手 段 に よ る 前 回 の 判 定 結 果 に 基 づ き 今 回 の エ ン ジ ン 始 動 時 の エ ン ジ ン
制 御 を 行 う 一 方 、 上 記 変 化 条 件 判 定 手 段 に よ り 燃 料 性 状 が 変 化 す る 可 能 性 が あ る 条 件 が 成
立 し た と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 直 後 の エ ン ジ ン 冷 態 始 動 時 に お い て 上 記 燃 料 性 状 判 定 手 段
に よ る 前 回 の 燃 料 性 状 の 判 定 結 果 に 関 わ ら ず 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 を 行 う と 共
に 、 上 記 燃 料 性 状 判 定 手 段 に 燃 料 性 状 の 判 定 を 行 わ せ る 制 御 手 段 と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る エ ン ジ ン の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 冷 態 始 動 時 の エ ン ジ ン の 完 爆 を 判 定 す る 完 爆 判 定 手 段 を 更 に 備 え 、
　 上 記 制 御 手 段 は 、 上 記 完 爆 判 定 手 段 に よ る 完 爆 判 定 前 の エ ン ジ ン の ク ラ ン キ ン グ 中 に は
粗 悪 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 を 行 い 、 完 爆 判 定 後 に は 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制
御 を 行 う と 共 に 上 記 燃 料 性 状 判 定 手 段 に 燃 料 性 状 の 判 定 を 行 わ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 記 載 の エ ン ジ ン の 制 御 装 置 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は エ ン ジ ン の 制 御 装 置 に 係 り 、 詳 し く は 使 用 燃 料 の 性 状 を 判 定 し 、 判 定 し た 燃 料
性 状 に 基 づ い て エ ン ジ ン 制 御 を 実 行 す る エ ン ジ ン の 制 御 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 周 知 の よ う に エ ン ジ ン 性 能 は 使 用 燃 料 の 性 状 の 影 響 を 大 き く 受 け る た め 、 適 切 な 揮 発 性
の 燃 料 （ 以 下 、 通 常 燃 料 と い う ） に 代 え て 揮 発 性 が 不 十 分 な 燃 料 （ 以 下 、 粗 悪 燃 料 と い う
） が 使 用 さ れ た 場 合 、 特 に 燃 焼 が 不 安 定 な 冷 態 始 動 時 に は ド ラ イ バ ビ リ テ ィ を 悪 化 さ せ る
要 因 と な る 。 図 ６ は 燃 料 性 状 に 応 じ た 冷 態 始 動 状 況 を 示 す タ イ ム チ ャ ー ト で あ り 、 同 一 の
燃 料 噴 射 量 の 適 用 に よ り 、 細 線 で 示 す 通 常 燃 料 に 対 し て 太 線 で 示 す 粗 悪 燃 料 で は 空 燃 比 が
リ ー ン 側 に 変 化 し 、 結 果 と し て 始 動 直 後 に 回 転 低 下 や ト ル ク の 落 ち 込 み が 発 生 し て ド ラ イ
バ ビ リ テ ィ を 悪 化 さ せ て し ま う こ と が 判 る 。 尚 、 こ の 空 燃 比 の リ ー ン 化 は 、 吸 気 ポ ー ト に
付 着 し た 燃 料 の 気 化 割 合 が 通 常 燃 料 に 比 較 し て 粗 悪 燃 料 で は 少 な い こ と に 起 因 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ の 対 策 と し て 粗 悪 燃 料 を 前 提 と し た 燃 料 噴 射 制 御 や 点 火 時 期 制 御 を 常 に 実 施 す る こ と
も 考 え ら れ る が 、 冷 態 始 動 時 の ド ラ イ バ ビ リ テ ィ 不 良 は 解 消 さ れ る も の の 、 通 常 燃 料 を 使
用 し た と き に 過 渡 や 高 負 荷 域 で の 空 燃 比 が リ ッ チ 化 し て Ｃ Ｏ ， Ｈ Ｃ が 増 大 し て し ま う と い
う 別 の 問 題 が 生 じ て し ま う 。 そ こ で 、 始 動 直 後 の 回 転 変 動 や 燃 料 性 状 セ ン サ に よ る 検 出 に
基 づ い て 使 用 燃 料 の 性 状 を 判 定 し 、 判 定 結 果 に 応 じ て エ ン ジ ン 制 御 を 切 換 え る 対 策 が 採 ら
れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ ， ２ 参 照 ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ３ － ２ ３ ３ １ ５ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － ６ ４ ８ ７ ８ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 上 記 特 許 文 献 １ ， ２ に 開 示 さ れ た 手 法 で は 使 用 燃 料 の 性 状 判 定 が 前 回 判 定 さ れ た 燃 料 性
状 に 基 づ き 次 回 の 燃 料 性 状 が 決 定 さ れ る ま で は エ ン ジ ン が 制 御 さ れ る た め ト リ ッ プ 間 （ 例
え ば 、 エ ン ジ ン 停 止 中 ） に 使 用 燃 料 の 性 状 が 変 化 し た 場 合 に つ い て は 全 く 想 定 し て い な い
。 し か し な が ら 、 例 え ば 通 常 燃 料 の 性 状 判 定 に 基 づ く エ ン ジ ン 制 御 中 で あ っ て 、 エ ン ジ ン
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停 止 時 に 粗 悪 燃 料 が 給 油 さ れ た 場 合 、 或 い は 車 両 の 長 期 放 置 に よ り タ ン ク 内 の 残 存 燃 料 が
変 化 し た 場 合 等 の よ う に 、 性 状 判 定 の ト リ ッ プ 間 に 使 用 燃 料 の 性 状 が 変 化 す る 現 象 は そ れ
ほ ど 珍 し い も の で は な く 、 こ れ ら の 状 況 が 発 生 す る と 、 特 許 文 献 １ ， ２ の 技 術 で は 粗 悪 燃
料 を 使 用 し て い る に も 拘 わ ら ず 、 次 回 の 性 状 判 定 時 ま で は 通 常 燃 料 に 対 応 す る 不 適 切 な エ
ン ジ ン 制 御 が 継 続 さ れ て 始 動 不 良 に よ る ド ラ イ バ ビ リ テ ィ 悪 化 を 引 き 起 こ し て し ま う と い
う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は こ の よ う な 問 題 点 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で 、 そ の 目 的 と す る と こ ろ は
、 粗 悪 燃 料 の 使 用 を 迅 速 に 判 定 し て 粗 悪 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 に 早 期 に 切 換 え る こ
と が で き 、 も っ て 不 適 切 な エ ン ジ ン 制 御 に 起 因 す る ド ラ イ バ ビ リ テ ィ の 悪 化 を 未 然 に 防 止
す る こ と が で き る エ ン ジ ン の 制 御 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ の 発 明 は 、 エ ン ジ ン の 燃 料 性 状 が 通 常 燃 料 で あ る か
粗 悪 燃 料 で あ る か を 判 定 す る 燃 料 性 状 判 定 手 段 と 、 エ ン ジ ン の 停 止 中 に 燃 料 性 状 が 変 化 す
る 可 能 性 が あ る 条 件 が 成 立 し た か 否 か を 判 定 す る 変 化 条 件 判 定 手 段 と 、 燃 料 性 状 判 定 手 段
に よ る 前 回 の 判 定 結 果 に 基 づ き 今 回 の エ ン ジ ン 始 動 時 の エ ン ジ ン 制 御 を 行 う 一 方 、 変 化 条
件 判 定 手 段 に よ り 燃 料 性 状 が 変 化 す る 可 能 性 が あ る 条 件 が 成 立 し た と 判 定 さ れ た 場 合 に は
、 直 後 の エ ン ジ ン 冷 態 始 動 時 に お い て 燃 料 性 状 判 定 手 段 に よ る 前 回 の 燃 料 性 状 の 判 定 結 果
に 関 わ ら ず 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 を 行 う と 共 に 、 燃 料 性 状 判 定 手 段 に 燃 料 性 状
の 判 定 を 行 わ せ る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 従 っ て 、 燃 料 性 状 判 定 手 段 に よ る 前 回 の 判 定 結 果 に 基 づ き 、 制 御 手 段 に よ り 今 回 の エ ン
ジ ン 始 動 時 の エ ン ジ ン 制 御 が 行 わ れ る 一 方 、 変 化 条 件 判 定 手 段 に よ り 燃 料 性 状 が 変 化 す る
可 能 性 が あ る 条 件 が 成 立 し た と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 直 後 の エ ン ジ ン 冷 態 始 動 時 に お い て
前 回 の 燃 料 性 状 の 判 定 結 果 に 関 わ ら ず 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 が 行 わ れ る と 共 に
、 燃 料 性 状 判 定 手 段 に よ り 燃 料 性 状 が 判 定 さ れ る 。 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 の 実
施 に よ り 粗 悪 燃 料 の 使 用 時 に は エ ン ジ ン 回 転 が 不 安 定 に な る た め 、 こ の と き の 回 転 状 況 に
基 づ い て 燃 料 性 状 の 判 定 が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 そ し て 、 燃 料 性 状 が 変 化 す る 可 能 性 が 生 じ た と き に は 直 後 の 冷 態 始 動 時 に 燃 料 性 状 が 判
定 さ れ る た め 、 燃 料 性 状 が 粗 悪 側 に 変 化 し た 場 合 に は 、 直 後 の 冷 態 始 動 時 の １ 回 の み は エ
ン ジ ン 回 転 が 不 安 定 に な る が 、 そ れ 以 降 に は 粗 悪 燃 料 に 対 応 す る 適 切 な エ ン ジ ン 制 御 に 切
換 え ら れ 、 不 適 切 な 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 が 継 続 さ れ る 事 態 が 回 避 さ れ る 。
　 請 求 項 ２ の 発 明 は 、 請 求 項 １ に お い て 、 冷 態 始 動 時 の エ ン ジ ン の 完 爆 を 判 定 す る 完 爆 判
定 手 段 を 更 に 備 え 、 制 御 手 段 が 、 完 爆 判 定 手 段 に よ る 完 爆 判 定 前 の エ ン ジ ン の ク ラ ン キ ン
グ 中 に は 粗 悪 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 を 行 い 、 完 爆 判 定 後 に は 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ
ン ジ ン 制 御 を 行 う と 共 に 燃 料 性 状 判 定 手 段 に 燃 料 性 状 の 判 定 を 行 わ せ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 従 っ て 、 完 爆 判 定 手 段 に よ る 完 爆 判 定 前 で エ ン ジ ン が ク ラ ン キ ン グ 中 の と き に は 粗 悪 燃
料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 が 行 わ れ る た め 、 仮 に 粗 悪 燃 料 が 使 用 さ れ て い る 場 合 で あ っ て
も エ ン ジ ン は 良 好 に 始 動 さ れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 請 求 項 １ の 発 明 の エ ン ジ ン の 制 御 装 置 に よ れ ば 、 燃 料 性 状 が 変 化 す
る 可 能 性 が あ る 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 、 直 後 の 冷 態 始 動 時 に 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン
制 御 を 行 っ た 上 で 燃 料 性 状 を 判 定 す る よ う に し た た め 、 粗 悪 燃 料 の 使 用 を 迅 速 に 判 定 し て
粗 悪 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 に 早 期 に 切 換 え る こ と が で き 、 も っ て 不 適 切 な エ ン ジ ン
制 御 に 起 因 す る ド ラ イ バ ビ リ テ ィ の 悪 化 を 未 然 に 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
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　 請 求 項 ２ の 発 明 の エ ン ジ ン の 制 御 装 置 に よ れ ば 、 請 求 項 １ に 加 え て 、 ク ラ ン キ ン グ 中 に
粗 悪 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 を 行 う た め 、 燃 料 性 状 の 判 定 に 伴 っ て 通 常 燃 料 に 対 応 す
る エ ン ジ ン 制 御 を 行 っ た と き の エ ン ジ ン 始 動 性 の 悪 化 を 未 然 に 防 止 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ２ 】
［ 第 １ 実 施 形 態 ］
　 以 下 、 本 発 明 を 粗 悪 燃 料 が 給 油 さ れ た と き の 対 策 を 講 じ た エ ン ジ ン の 制 御 装 置 に 具 体 化
し た 第 １ 実 施 形 態 を 説 明 す る 。
　 図 １ は 本 実 施 形 態 の エ ン ジ ン の 制 御 装 置 を 示 す 全 体 構 成 図 で あ る 。 本 実 施 形 態 の エ ン ジ
ン １ は 直 列 ４ 気 筒 機 関 と し て 構 成 さ れ 、 各 気 筒 の 燃 焼 室 ２ に は 点 火 プ ラ グ ３ が 設 け ら れ て
い る 。 各 燃 焼 室 ２ に は 吸 気 弁 ４ を 介 し て 吸 気 通 路 ５ が 接 続 さ れ 、 吸 気 通 路 ５ に は 燃 料 噴 射
弁 ６ が 設 け ら れ て い る 。 各 燃 焼 室 ２ に は 排 気 弁 ７ を 介 し て 排 気 通 路 ８ が 接 続 さ れ 、 排 気 通
路 ８ に は 図 示 し な い 触 媒 及 び 消 音 器 が 設 け ら れ て い る 。 各 気 筒 の 燃 料 噴 射 弁 ６ は 燃 料 ラ イ
ン ９ を 介 し て 燃 料 タ ン ク １ ０ と 接 続 さ れ 、 燃 料 タ ン ク １ ０ 内 に 貯 留 さ れ た 燃 料 （ ガ ソ リ ン
） が 燃 料 ポ ン プ １ １ に よ り 汲 み 上 げ ら れ て 燃 料 ラ イ ン ９ を 経 て 所 定 圧 力 で 各 気 筒 の 燃 料 噴
射 弁 ６ に 供 給 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 エ ン ジ ン １ の 運 転 中 に お い て 吸 気 通 路 ５ 内 に は 図 示 し な い エ ア ク リ ー ナ を 経 て 吸 入 空 気
が 導 入 さ れ 、 吸 入 空 気 は ス ロ ッ ト ル 弁 に よ り 流 量 調 整 さ れ た 後 に 各 気 筒 に 分 配 さ れ 、 燃 料
噴 射 弁 ６ か ら 噴 射 さ れ た 燃 料 と 共 に 混 合 気 と し て 吸 気 弁 ４ の 開 弁 に 伴 っ て 燃 焼 室 ２ 内 に 導
入 さ れ る 。 各 気 筒 の 燃 焼 室 ２ 内 で 混 合 気 は 圧 縮 上 死 点 近 傍 で 点 火 プ ラ グ ３ に よ り 点 火 さ れ
て 、 燃 焼 に よ り ピ ス ト ン １ ２ を 介 し て ク ラ ン ク 軸 １ ３ に 回 転 力 を 付 与 し 、 燃 焼 後 の 排 ガ ス
は 排 気 弁 ７ の 開 弁 に 伴 っ て 排 気 通 路 ８ か ら 触 媒 及 び 消 音 器 を 経 て 外 部 に 排 出 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 一 方 、 車 両 に は 図 示 し な い 入 出 力 装 置 、 制 御 プ ロ グ ラ ム や 制 御 マ ッ プ 等 の 記 憶 に 供 さ れ
る 記 憶 装 置 （ Ｒ Ｏ Ｍ ， Ｒ Ａ Ｍ ， Ｂ Ｕ Ｒ Ａ Ｍ 等 ） 、 中 央 処 理 装 置 （ Ｃ Ｐ Ｕ ） 、 タ イ マ カ ウ ン
タ 等 を 備 え た Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ （ エ ン ジ ン 制 御 ユ ニ ッ ト ） が 設 置 さ れ て い る 。 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ の 入 力
側 に は 、 エ ン ジ ン １ の ク ラ ン ク 軸 １ ３ の 回 転 に 同 期 し て ク ラ ン ク 角 信 号 を 出 力 す る ク ラ ン
ク 角 セ ン サ ２ ２ 、 エ ン ジ ン １ の 冷 却 水 温 THwを 検 出 す る 水 温 セ ン サ ２ ３ 、 燃 料 タ ン ク １ ０
内 の 液 面 レ ベ ル 、 即 ち タ ン ク １ ０ 内 に 貯 留 さ れ た 燃 料 量 を 検 出 す る 燃 料 セ ン サ ２ ４ 、 車 速
Ｖ を 検 出 す る 車 速 セ ン サ ２ ５ 、 及 び そ の 他 の 各 種 ス イ ッ チ や セ ン サ 類 が 接 続 さ れ て い る 。
又 、 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ の 出 力 側 に は 上 記 点 火 プ ラ グ ３ 、 燃 料 噴 射 弁 ６ 、 燃 料 ポ ン プ １ １ 、 及 び そ
の 他 の デ バ イ ス 類 が 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は 各 種 セ ン サ 類 の 検 出 情 報 に 基 づ い て 燃 料 噴 射 弁 ６ を 駆 動 制 御 す る 燃 料 噴 射
制 御 、 及 び 点 火 プ ラ グ ３ を 駆 動 制 御 す る 点 火 時 期 制 御 を 実 行 し 、 こ れ に よ り 内 燃 機 関 １ を
運 転 す る 。 又 、 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は エ ン ジ ン １ の 回 転 状 況 に 基 づ い て 使 用 燃 料 の 性 状 を 判 定 し 、
判 定 し た 燃 料 性 状 に 応 じ て 燃 料 噴 射 制 御 及 び 点 火 時 期 制 御 を 切 換 え て い る 。
　 そ し て 、 上 記 し た 特 許 文 献 １ ， ２ の 技 術 が 予 め 設 定 さ れ た 所 定 ト リ ッ プ 毎 に 燃 料 性 状 の
判 定 処 理 を 実 施 す る の に 対 し 、 本 実 施 形 態 で は 一 例 燃 料 性 状 が 変 化 す る 可 能 性 が あ る 条 件
の 一 例 と し て 燃 料 の 給 油 を 設 定 し 、 給 油 直 後 の エ ン ジ ン 冷 態 始 動 時 に 燃 料 性 状 を 判 定 し て
お り 、 以 下 、 こ の 燃 料 性 状 の 判 定 処 理 に つ い て 詳 述 す る 。 こ こ で 、 燃 料 性 状 と は 、 燃 料 の
揮 発 性 （ 燃 料 蒸 気 圧 、 屈 折 率 、 密 度 、 誘 電 率 ） で 規 定 さ れ る も の で あ り 、 例 え ば 蒸 気 圧 を
基 準 と す る と 、 適 切 な 揮 発 性 を 有 す る 通 常 燃 料 の 蒸 気 圧 は 相 対 的 に 高 く 、 揮 発 性 が 不 十 分
な 粗 悪 燃 料 の 蒸 気 圧 は 相 対 的 に 低 い も の と な る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は 図 ２ に 示 す 給 油 判 定 ル ー チ ン を 所 定 の 制 御 イ ン タ ー バ ル で 実 行 す る 。 当 該
ル ー チ ン は 車 両 へ の 給 油 等 に よ り イ グ ニ シ ョ ン キ ー が オ フ 操 作 さ れ て い る と き で も 実 行 さ
れ て お り 、 ま ず ス テ ッ プ Ｓ ２ で 停 車 中 （ 即 ち 、 車 速 Ｖ ＝ ０ ） で あ る か 否 か を 判 定 し 、 判 定
が Ｎ ｏ （ 否 定 ） の と き に は 一 旦 ル ー チ ン を 終 了 す る 。 車 両 の 停 車 に よ り ス テ ッ プ Ｓ ２ の 判
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定 が Ｙ ｅ ｓ （ 肯 定 ） に な る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ で 燃 料 セ ン サ ２ ４ に よ り 検 出 さ れ た 燃 料 タ ン
ク １ ０ 内 の 燃 料 量 Ａ を 所 定 期 間 毎 に 読 込 み 、 前 回 の 燃 料 量 Ａ と 今 回 の 燃 料 量 Ａ と の 差 Δ Ａ
を 算 出 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 所 定 期 間 は 一 般 的 な 給 油 所 要 時 間 よ り 十 分 長 く 設 定 さ れ て お り 、 算 出 さ れ た 差 Ａ は 給 油
が 行 わ れ た 場 合 の 燃 料 増 加 を 反 映 し た 値 と な る 。 尚 、 燃 料 量 Ａ を 所 定 期 間 毎 に 読 込 む 代 わ
り に 、 イ グ ニ シ ョ ン キ ー の オ フ 操 作 時 と オ ン 操 作 時 に 燃 料 量 Ａ を 読 込 み 、 オ フ 操 作 か ら オ
ン 操 作 ま で の 燃 料 量 Ａ の 変 化 と し て 差 Δ Ａ を 求 め て も よ く 、 こ の 場 合 の 差 Δ Ａ も 給 油 に よ
る 燃 料 増 加 を 反 映 し た 値 と な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 続 く ス テ ッ プ Ｓ ６ で は 差 Ａ が 予 め 設 定 さ れ た 所 定 値 Δ Ａ 0以 上 で あ る か 否 か を 判 定 す る
。 当 該 ス テ ッ プ Ｓ ６ の 処 理 は 、 給 油 に よ り 燃 料 タ ン ク １ ０ 内 の 燃 料 性 状 が 変 化 し た 可 能 性
が あ る か 否 か を 判 定 す る も の で あ る （ 変 化 条 件 判 定 手 段 ） 。 こ こ で 、 例 え ば タ ン ク １ ０ 内
の 貯 留 燃 料 が 少 な く な っ て か ら 満 タ ン 付 近 ま で 給 油 し た 場 合 に は 、 貯 留 燃 料 に 対 し て 給 油
燃 料 が 大 き な 割 合 を 占 め る こ と か ら 、 異 な る 性 状 の 燃 料 が 給 油 さ れ る と 燃 料 性 状 を 変 化 さ
せ る 可 能 性 が あ り 、 一 方 、 タ ン ク １ ０ 内 の 燃 料 が ほ と ん ど 減 っ て い な い 状 況 で 給 油 し た 場
合 に は 、 貯 留 燃 料 に 対 し て 給 油 燃 料 が 占 め る 割 合 が 小 さ い こ と か ら 、 異 な る 性 状 の 燃 料 が
給 油 さ れ た と し て も 燃 料 性 状 を 変 化 さ せ る 可 能 性 は ま ず な い 。 そ こ で 、 燃 料 性 状 を 変 化 さ
せ る 最 小 限 の 給 油 燃 料 量 と し て 予 め タ ン ク １ ０ 内 の 貯 留 燃 料 量 毎 に 上 記 所 定 値 Δ Ａ 0が 設
定 さ れ 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ で は 現 在 の タ ン ク １ ０ 内 の 貯 留 燃 料 量 に 対 応 す る 所 定 値 Δ Ａ 0に 基
づ い て 判 定 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 尚 、 こ の よ う に 貯 留 燃 料 と 給 油 燃 料 と の 割 合 を 考 慮 す る こ と な く 、 給 油 燃 料 の 多 少 に 関
わ ら ず 給 油 が 行 わ れ た 場 合 は 全 て タ ン ク １ ０ 内 の 燃 料 性 状 が 変 化 す る 可 能 性 が あ る も の と
見 な し て も よ い 。 こ の 場 合 に は 上 記 所 定 値 Δ Ａ 0と し て 燃 料 セ ン サ ２ ４ が 発 生 し 得 る 検 出
誤 差 よ り 若 干 大 き な 値 を 設 定 し 、 セ ン サ 検 出 誤 差 を 越 え て 燃 料 が 増 加 し た か 否 か を ス テ ッ
プ Ｓ ６ で 判 定 す れ ば よ い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 給 油 が 実 施 さ れ な い と き 、 及 び 給 油 が 実 施 さ れ て も 所 定 値 Δ Ａ 0未 満 の と き に は 、 Ｅ Ｃ
Ｕ ２ １ は ス テ ッ プ Ｓ ６ で Ｎ ｏ の 判 定 を 下 し て ル ー チ ン を 終 了 し 、 一 方 、 所 定 値 Δ Ａ 0以 上
の 給 油 が 実 施 さ れ た と き に は 、 続 く ス テ ッ プ Ｓ ８ で 燃 料 性 状 判 定 フ ラ グ Ｆ １ を セ ッ ト し た
後 に ル ー チ ン を 終 了 す る 。
　 一 方 、 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は 車 両 の イ グ ニ シ ョ ン キ ー の ス タ ー ト 操 作 に よ り エ ン ジ ン １ が 始 動 さ
れ る と き に 、 図 ３ に 示 す 性 状 判 定 ・ 制 御 切 換 ル ー チ ン を 所 定 の 制 御 イ ン タ ー バ ル で 実 行 す
る 。 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ に は 以 前 の エ ン ジ ン 運 転 時 に 実 施 し た 燃 料 性 状 の 判 定 結 果 が 粗 悪 燃 料 フ ラ
グ Ｆ ２ と し て 記 憶 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は 、 ま ず ス テ ッ プ Ｓ １ ２ で 冷 態 始 動 で あ る か 否 か を 判 定 す る 。 こ の 判 定 は 暖
機 完 了 時 の 冷 却 水 温 と し て 設 定 さ れ た 所 定 値 THw0（ 例 え ば 、 ４ ０ ℃ ） に 基 づ い て 行 わ れ 、
水 温 セ ン サ ２ ３ よ り 検 出 さ れ た 冷 却 水 温 THwが 所 定 値 THw0未 満 の と き に は Ｎ ｏ の 判 定 を 下
し 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ で 通 常 の 温 態 時 の 始 動 制 御 を 実 施 し た 後 に ル ー チ ン を 終 了 す る 。
　 従 っ て 、 こ の よ う に 暖 機 完 了 に よ り 良 好 な 始 動 性 が 確 保 さ れ た 時 点 で は 、 燃 料 性 状 に 関
係 な く 通 常 の 燃 料 噴 射 制 御 及 び 点 火 時 期 制 御 に よ り エ ン ジ ン １ が 始 動 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 又 、 冷 態 始 動 で あ る と し て ス テ ッ プ Ｓ １ ２ で Ｙ ｅ ｓ の 判 定 を 下 し た と き に は 、 ス テ ッ プ
Ｓ １ ６ で 燃 料 性 状 判 定 フ ラ グ Ｆ １ が セ ッ ト さ れ て い る か 否 か を 判 定 し 、 判 定 が Ｎ ｏ の と き
、 即 ち 燃 料 タ ン ク １ ０ 内 の 燃 料 性 状 を 変 化 さ せ る ほ ど の 給 油 が 実 施 さ れ て お ら ず 、 設 定 さ
れ て い る 粗 悪 燃 料 フ ラ グ Ｆ ２ が 現 在 の 使 用 燃 料 の 性 状 を 反 映 し て い る と 見 な せ る と き に は
、 以 降 で 粗 悪 燃 料 フ ラ グ Ｆ ２ の 設 定 に 応 じ た 制 御 を 実 施 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
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　 こ の 場 合 に は 、 ま ず ス テ ッ プ Ｓ １ ８ で 粗 悪 燃 料 フ ラ グ Ｆ ２ が セ ッ ト さ れ て い る か 否 か を
判 定 し 、 判 定 が Ｙ ｅ ｓ の と き に は ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ で 粗 悪 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 （ 以
下 、 粗 悪 燃 料 制 御 と い う ） を 実 施 し 、 一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ８ の 判 定 が Ｎ ｏ の と き に は ス テ
ッ プ Ｓ ２ ２ で 通 常 燃 料 に 対 応 す る エ ン ジ ン 制 御 （ 以 下 、 通 常 燃 料 制 御 と い う ） を 実 施 し 、
そ れ ぞ れ の 制 御 の 下 で エ ン ジ ン 始 動 が 実 施 さ れ る （ 制 御 手 段 ） 。 ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ ， ２ ２ の
処 理 は 具 体 的 に は 燃 料 噴 射 量 、 噴 射 時 期 、 点 火 時 期 等 の 変 更 に よ り 対 処 さ れ 、 例 え ば 粗 悪
燃 料 使 用 時 に は 吸 気 ポ ー ト へ の 付 着 燃 料 の 気 化 割 合 が 減 少 す る た め 、 燃 料 噴 射 量 を 増 量 す
る こ と で 空 燃 比 の リ ー ン 化 を 抑 制 す る 。 こ の 燃 料 性 状 に 応 じ た エ ン ジ ン 制 御 に よ り 、 始 動
直 後 の 回 転 低 下 や ト ル ク 落 ち 込 み を 抑 制 し て 良 好 な ド ラ イ バ ビ リ テ ィ が 実 現 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 一 方 、 上 記 ス テ ッ プ Ｓ １ ６ の 判 定 が Ｙ ｅ ｓ の と き 、 即 ち 給 油 の 実 施 に よ り 燃 料 タ ン ク １
０ 内 の 燃 料 性 状 が 変 化 し て 、 粗 悪 燃 料 フ ラ グ Ｆ ２ が 現 在 の 使 用 燃 料 の 性 状 を 反 映 し て い な
い 可 能 性 が あ る と き に は 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ に 移 行 す る 。 ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ で は 通 常 燃 料 制 御
を 実 行 し （ 制 御 手 段 ） 、 続 く ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ で 完 爆 判 定 を 行 う （ 完 爆 判 定 手 段 ） 。 例 え ば
Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は 、 ク ラ ン ク 角 セ ン サ ２ ２ の ク ラ ン ク 角 信 号 か ら 求 め た エ ン ジ ン 回 転 速 度 Ｎ e
が 予 め 設 定 さ れ た 完 爆 判 定 値 Ｎ e0を 越 え た 時 点 で 完 爆 判 定 し 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ か ら ス テ ッ
プ Ｓ ２ ８ に 移 行 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 よ っ て 、 本 実 施 形 態 で は 通 常 燃 料 制 御 の 下 で エ ン ジ ン １ の ク ラ ン キ ン グ が 行 わ れ 、 完 爆
判 定 後 も 通 常 燃 料 制 御 が 継 続 さ れ る こ と に な る 。 尚 、 当 該 始 動 時 の 制 御 は 、 以 下 に 述 べ る
使 用 燃 料 の 性 状 判 定 を 完 了 し た 後 に 性 状 判 定 ・ 制 御 切 換 ル ー チ ン の 終 了 と 共 に 中 止 さ れ 、
以 降 は 別 ル ー チ ン で 実 行 さ れ る 通 常 制 御 に よ り エ ン ジ ン 運 転 が 継 続 さ れ る 。
　 冷 態 始 動 時 に お い て 粗 悪 燃 料 制 御 を 実 施 し た 場 合 に は 、 粗 悪 燃 料 の み な ら ず 通 常 燃 料 の
使 用 時 で も 甚 だ し い エ ン ジ ン 回 転 の 乱 れ は 生 じ 難 い が 、 逆 に 通 常 燃 料 制 御 を 実 施 し た 場 合
に は 、 粗 悪 燃 料 の 使 用 時 に 顕 著 な エ ン ジ ン 回 転 の 乱 れ が 生 じ る 。 ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ の 処 理 は
、 通 常 燃 料 制 御 に 強 制 的 に 切 換 え る こ と に よ り 燃 料 性 状 に 応 じ た エ ン ジ ン 回 転 状 況 を 生 じ
さ せ る も の で あ り 、 仮 に 粗 悪 燃 料 が 使 用 さ れ て い る と す る と 、 こ の と き の エ ン ジ ン 回 転 状
況 は 図 ６ に 示 す 先 行 技 術 の 粗 悪 燃 料 使 用 時 と 同 じ く 、 不 適 切 な 制 御 に 起 因 し て 空 燃 比 が リ
ー ン 側 に 変 化 し 、 そ の 影 響 で エ ン ジ ン 回 転 が 不 安 定 に な る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ２ ８ で は 燃 料 性 状 の 判 定 処 理 と し て 、 始 動 時 の エ ン ジ ン 回 転 速 度 Ｎ eを 所 定
期 間 に 亘 っ て サ ン プ リ ン グ し て サ ン プ リ ン グ デ ー タ を 統 計 処 理 し 、 続 く ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ で
統 計 結 果 か ら 使 用 燃 料 が 粗 悪 燃 料 で あ る か 否 か を 判 定 す る （ 燃 料 性 状 判 定 手 段 ） 。 具 体 的
な 判 定 手 法 と し て は 、 例 え ば 完 爆 判 定 後 の フ ァ ー ス ト ア イ ド ル の 燃 焼 行 程 で の 回 転 上 昇 を
求 め 、 回 転 上 昇 の 小 さ い デ ー タ が 多 い と き に は 粗 悪 燃 料 と 判 定 し た り 、 或 い は 圧 縮 行 程 か
ら 燃 焼 行 程 ま で の 回 転 変 動 差 を 求 め 、 回 転 変 動 差 の 小 さ い デ ー タ が 多 い と き に は 粗 悪 燃 料
と 判 定 し た り 、 或 い は 角 加 速 度 変 化 を 求 め 、 角 加 速 度 変 化 の 大 き い デ ー タ が 多 い と き に は
粗 悪 燃 料 と 判 定 し た り す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ の 判 定 が Ｙ ｅ ｓ の と き に は ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ で 粗 悪 燃 料 フ ラ グ Ｆ ２ を セ ッ
ト し た 後 に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ４ で 燃 料 性 状 判 定 フ ラ グ Ｆ １ を リ セ ッ ト し て ル ー チ ン を 終 了 す
る 。 又 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ の 判 定 が Ｎ ｏ の と き に は ス テ ッ プ Ｓ ３ ６ で 粗 悪 燃 料 フ ラ グ Ｆ ２ を
リ セ ッ ト し た 後 に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ４ で 燃 料 性 状 判 定 フ ラ グ Ｆ １ を リ セ ッ ト し て ル ー チ ン を
終 了 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 こ れ に よ り 粗 悪 燃 料 フ ラ グ Ｆ ２ は 使 用 燃 料 と 対 応 す る 設 定 状 態 に な り 、 そ の 後 の 冷 態 始
動 に 際 し て 当 該 性 状 判 定 ・ 制 御 切 換 ル ー チ ン が 実 行 さ れ る と 、 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は 燃 料 性 状 判 定
フ ラ グ Ｆ １ の セ ッ ト を 受 け て ス テ ッ プ Ｓ １ ６ か ら ス テ ッ プ Ｓ １ ８ に 移 行 す る た め 、 粗 悪 燃
料 フ ラ グ Ｆ ２ の 設 定 に 応 じ た 制 御 が 実 施 さ れ て エ ン ジ ン １ が 始 動 さ れ る 。
　 以 上 の よ う に 本 実 施 形 態 の エ ン ジ ン １ の 制 御 装 置 で は 、 燃 料 タ ン ク １ ０ 内 の 燃 料 性 状 を
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変 化 さ せ る 可 能 性 が あ る 給 油 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 そ の 直 後 の エ ン ジ ン 冷 態 始 動 時 に 強 制
的 に 通 常 燃 料 制 御 に 切 換 え た 上 で 燃 料 性 状 の 判 定 処 理 を 実 施 し 、 そ れ 以 降 の 冷 態 始 動 時 に
は 判 定 結 果 の 燃 料 性 状 に 基 づ い て エ ン ジ ン 制 御 を 行 っ て い る 。 従 っ て 、 粗 悪 燃 料 の 給 油 に
よ り タ ン ク １ ０ 内 の 燃 料 性 状 が 粗 悪 側 に 変 化 し た 場 合 、 直 後 の 冷 態 始 動 時 の １ 回 の み は エ
ン ジ ン 回 転 が 不 安 定 に な る が 、 そ れ 以 降 に は 粗 悪 燃 料 に 対 応 す る 適 切 な 制 御 に 切 換 え ら れ
る た め 、 不 適 切 な 通 常 燃 料 制 御 が 継 続 さ れ る 事 態 を 回 避 し て 、 こ れ に よ る ド ラ イ バ ビ リ テ
ィ の 悪 化 を 未 然 に 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 加 え て 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ で は 所 定 値 Δ Ａ 0に 基 づ い て 燃 料 性 状 を 変 化 さ せ る 可 能 性 が あ る
給 油 が 行 わ れ た 場 合 の み 燃 料 性 状 の 判 定 処 理 を 実 施 し 、 給 油 が 行 わ れ て も 燃 料 性 状 を 変 化
さ せ る ほ ど で は な い と き に は 燃 料 性 状 の 判 定 処 理 は 実 施 し な い 。 よ っ て 、 ド ラ イ バ ビ リ テ
ィ の 悪 化 の 要 因 と な る 燃 料 性 状 の 判 定 処 理 の 実 施 を 必 要 最 低 限 に 留 め る と い う 効 果 も 得 ら
れ る 。
［ 第 ２ 実 施 形 態 ］
　 次 に 、 本 発 明 を 別 の エ ン ジ ン １ の 制 御 装 置 に 具 体 化 し た 第 ２ 実 施 形 態 を 説 明 す る 。 第 １
実 施 形 態 に 対 す る 本 実 施 形 態 の 相 違 点 は 、 燃 料 性 状 を 判 定 す る と き の 冷 態 始 動 時 に お い て
、 第 １ 実 施 形 態 が 通 常 燃 料 制 御 を 一 貫 し て 継 続 す る の に 対 し て 、 本 実 施 形 態 で は ク ラ ン キ
ン グ 中 は 粗 悪 燃 料 制 御 を 実 施 し 、 完 爆 判 定 後 は 通 常 燃 料 制 御 を 実 施 す る こ と に あ り 、 図 １
に 示 す 全 体 的 な 構 成 や 図 ２ に 示 す 給 油 判 定 ル ー チ ン 等 は 同 一 で あ る 。 よ っ て 、 構 成 が 共 通
す る 個 所 は 同 一 の 部 材 番 号 を 付 し て 説 明 を 省 略 し 、 相 違 点 を 重 点 的 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は エ ン ジ ン 始 動 時 に 図 ４ に 示 す 性 状 判 定 ・ 制 御 切 換 ル ー チ ン を 所 定 の 制 御 イ
ン タ ー バ ル で 実 行 す る 。 冷 態 始 動 時 で な い 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ が Ｎ ｏ ） 及 び 性 状 判 定 フ
ラ グ Ｆ １ が セ ッ ト さ れ て お ら ず 燃 料 性 状 を 判 定 す る 必 要 が な い 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ６ が Ｎ
ｏ ） の 処 理 は 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 で あ る 。 一 方 、 冷 態 始 動 時 で あ る と し て ス テ ッ プ Ｓ １ ２
で Ｙ ｅ ｓ の 判 定 を 下 し 、 性 状 判 定 フ ラ グ Ｆ １ の セ ッ ト に よ り ス テ ッ プ Ｓ １ ６ で Ｙ ｅ ｓ の 判
定 を 下 し て ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ に 移 行 す る と 、 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ は 粗 悪 燃 料 制 御 を 実 行 し （ 制 御 手 段
） 、 続 く ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ で 完 爆 判 定 を 行 う （ 完 爆 判 定 手 段 ） 。 完 爆 判 定 に よ り ス テ ッ プ Ｓ
２ ６ の 判 定 が Ｙ ｅ ｓ に な る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ に 移 行 し て 通 常 燃 料 制 御 に 切 換 え た 後 に ス
テ ッ プ Ｓ ２ ８ ， ３ ０ で 燃 料 性 状 の 判 定 処 理 を 行 う （ 制 御 手 段 、 燃 料 性 状 判 定 手 段 ） 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ５ は 本 実 施 形 態 に よ る 冷 態 始 動 状 況 を 示 す タ イ ム チ ャ ー ト で あ り 、 上 記 Ｅ Ｃ Ｕ ２ １ の
処 理 に よ り 粗 悪 燃 料 制 御 の 下 で エ ン ジ ン １ の ク ラ ン キ ン グ が 行 わ れ 、 完 爆 判 定 後 （ Ｎ e＞
Ｎ e0） に は 通 常 燃 料 制 御 に 切 換 え ら れ た 上 で 、 使 用 燃 料 の 性 状 が 判 定 さ れ る 。 よ っ て 、 例
え ば 燃 料 噴 射 量 は 図 中 に 太 線 で 示 す よ う に 、 完 爆 判 定 を 境 界 と し て 噴 射 量 が 多 い 粗 悪 燃 料
制 御 の ラ イ ン か ら 噴 射 量 が 少 な い 通 常 燃 料 制 御 の ラ イ ン へ と 切 換 え ら れ る 。 性 状 判 定 は 完
爆 後 の エ ン ジ ン 回 転 状 況 に 基 づ い て 行 わ れ る た め 、 完 爆 前 で あ る ク ラ ン キ ン グ 中 は 必 ず し
も 通 常 燃 料 制 御 を 実 施 す る 必 要 が な い 上 に 、 粗 悪 燃 料 が 使 用 さ れ て い る 状 況 で ク ラ ン キ ン
グ 中 に 通 常 燃 料 制 御 が 実 施 さ れ る と 、 吸 気 ポ ー ト へ の 付 着 燃 料 の 気 化 割 合 が 減 少 し て 空 燃
比 の リ ー ン 化 に よ り 始 動 性 の 悪 化 を 引 き 起 こ す 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ク ラ ン キ ン グ 中 に 粗 悪 燃 料 制 御 を 行 う こ と で 粗 悪 燃 料 に 起 因 す る 空 燃 比 の リ ー ン 化 が 防
止 さ れ る た め 、 エ ン ジ ン １ は 良 好 に 始 動 さ れ て 完 爆 判 定 が 行 わ れ 、 且 つ 、 完 爆 判 定 後 に は
通 常 燃 料 制 御 に 切 換 え る こ と に よ り 何 ら 支 障 な く 燃 料 性 状 を 判 定 可 能 と な る 。 よ っ て 、 本
実 施 形 態 で は 第 １ 実 施 形 態 で 述 べ た 作 用 効 果 に 加 え て 、 燃 料 性 状 の 判 定 処 理 の 実 施 に 伴 っ
て 通 常 燃 料 制 御 を 行 っ た と き の エ ン ジ ン 始 動 性 の 悪 化 を 未 然 に 防 止 で き る と い う 効 果 を 得
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 尚 、 図 ５ で は 粗 悪 燃 料 に 対 応 す る 噴 射 量 か ら 通 常 燃 料 に 対 応 す る 噴 射 量 へ と ス テ ッ プ 的
に 切 換 え 、 燃 料 噴 射 時 期 や 点 火 時 期 に 関 し て も 同 様 に ス テ ッ プ 的 に 切 換 え た が 、 図 中 に 一
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点 鎖 線 で 示 す よ う に 粗 悪 燃 料 に 対 応 す る 噴 射 量 か ら 通 常 燃 料 に 対 応 す る 噴 射 量 へ と 徐 々 に
移 行 さ せ 、 燃 料 噴 射 時 期 や 点 火 時 期 も 同 様 に 徐 々 に 移 行 さ せ て も よ い 。
　 一 方 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 燃 料 セ ン サ ２ ４ に よ り 検 出 さ れ た 燃 料 タ ン ク １ ０ 内 の 燃 料 量
Ａ の 増 加 に 基 づ き 燃 料 性 状 が 変 化 し た 可 能 性 が あ る か 否 か を 判 定 し た が 、 判 定 手 法 は こ れ
に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 車 両 の フ ュ ー エ ル リ ッ ド 或 い は フ ュ ー エ ル リ ッ ド 内 に
設 け ら れ た 給 油 口 の キ ャ ッ プ に ス イ ッ チ を 設 け 、 こ の ス イ ッ チ に よ り フ ュ ー エ ル リ ッ ド や
キ ャ ッ プ の 開 放 が 検 出 さ れ た と き に 、 給 油 が 行 わ れ て 燃 料 性 状 が 変 化 し た 可 能 性 が あ る と
判 定 し て も よ い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
【 図 １ 】 実 施 形 態 の エ ン ジ ン の 制 御 装 置 を 示 す 全 体 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 Ｅ Ｃ Ｕ が 実 行 す る 給 油 判 定 ル ー チ ン を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ３ 】 第 １ 実 施 形 態 の Ｅ Ｃ Ｕ が 実 行 す る 性 状 判 定 ・ 制 御 切 換 ル ー チ ン を 示 す フ ロ ー チ ャ
ー ト で あ る 。
【 図 ４ 】 第 ２ 実 施 形 態 の Ｅ Ｃ Ｕ が 実 行 す る 性 状 判 定 ・ 制 御 切 換 ル ー チ ン を 示 す フ ロ ー チ ャ
ー ト で あ る 。
【 図 ５ 】 第 ２ 実 施 形 態 の エ ン ジ ン の 制 御 装 置 に よ る 冷 態 始 動 状 況 を 示 す タ イ ム チ ャ ー ト で
あ る 。
【 図 ６ 】 先 行 技 術 の エ ン ジ ン の 制 御 装 置 に よ る 冷 態 始 動 状 況 を 示 す タ イ ム チ ャ ー ト で あ る
。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 １ 　 エ ン ジ ン
　 ２ １ 　 Ｅ Ｃ Ｕ （ 燃 料 性 状 判 定 手 段 、 変 化 条 件 判 定 手 段 、 制 御 手 段 、 完 爆 判 定 手 段 ）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(9) JP 2006-132438 A 2006.5.25



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  41/06    ３３５Ｚ          　　　　　

Ｆターム(参考) 3G301 HA01  JA00  KA01  MA11  MA18  NE01  NE11  PB00Z PB02Z PE03Z
　　　　 　　        PE08Z PF01Z
　　　　 　　  3G384 AA01  BA13  BA18  BA24  CA01  DA13  EB01  EB03  FA17Z FA21Z
　　　　 　　        FA28Z FA58Z FA79Z

(10) JP 2006-132438 A 2006.5.25


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

